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関連資料は、以下からダウンロードできます。
http://library.tsas.ca/entries/eco-terrorism-and-the-corresponding-legislative-
efforts-to-intervene-and-prevent-future-attacks/

本研究は、法学と犯罪学のアプローチを用いて、1970年 ~2012 年に日
米加で起きたエコテロ事件およびその対策立法を分析したものであり、
以下のような結論が得られた。すなわち、エコテロ事件の発生は、地域
的に集中する傾向があり、特に北米西部では頻発している。ところが、
エコテロリズムを抑制するよう立法対策をとればとれるほど、かえって
衝突をきたすものである。したがって、動物権を保護するための立法的
対応こそ、エコテロ事件を減らす鍵となると考えられる。
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